
R7.4.1【介護保険（要介護）適用分】

１割 ２割 ３割

２０分未満 ３１４円 ６２８円 ９４２円

２０分以上
３０分未満

４７１円 ９４２円 １４１３円

３０分以上
６０分未満

８２３円 １６４６円 ２４６９円

６０分以上
９０分未満

１１２８円 ２２５６円 ３３８４円

Ⅰ ３５０円 ７００円 １０５０円

Ⅱ ３００円 ６００円 ９００円 退院日翌日以降に訪問

緊急訪問
看護加算

600円 1200円 1800円

Ⅰ ５００円 １０００円 １５００円 〈1〉留置カテーテルなどの管理料

Ⅱ ２５０円 ５００円 ７５０円 〈Ⅱ〉在宅酸素・褥瘡などの管理料

サービス提供体制
強化加算Ⅰ ６円 １２円 １８円

看護体制強化加算Ⅱ ２００円 ４００円 ６００円

退院時共同指導加算 ６００円 １２００円 １８００円

ターミナルケア加算 ２５００円 ５０００円 ７５００円

長時間訪問加算 ３００円 ６００円 ９００円

２５４円 ５０８円 ７６２円

４０２円 ８０４円 １２０６円１回（３０分以上）

１回

月

月

１回

１回

厚生労働大臣が定める基準に
適合した訪問看護ステーション

退院時、または退所時に算定

医療ニーズの高い要介護者への
対応体制を構築し、かつ対応実績のある
訪問看護ステーション

１回（３０分未満）

早朝（６時～８時）と夜間（１８時～２２時）は上記利用料金の２５％、
深夜（２２時～翌日６時）は上記利用料金の50％の加算を算定します。

区分

料金

初回加算

特別管理加算 月

※支給限度額を超えるサービス、
   保険給付対象外サービスは
   全額自己負担となります。
※准看護師の場合は、「保健師、
   看護師による場合」の所定単位
   数の90％に相当する単位数に
   なります。

退院日に訪問

備考

複数名
訪問看護加算

基本料金 １回

初回のみ


